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地域医療再生計画（沖縄県 宮古・八重山保健医療圏）

１ 対象とする地域

本地域医療再生計画においては、宮古及び八重山保健医療圏を中心とした地域を対象

地域とする。

宮古保健医療圏は、沖縄本島から南西約 300キロに位置し、宮古島をはじめとする８
つの島から構成され、面積２２５．６５平方キロメートル、１市1村で人口５４，８６

３人（平成17年国勢調査。以下同じ）を有している。

八重山保健医療圏は、沖縄本島へ 411㎞、宮古群島へ 125㎞、台湾へは 277㎞の位置
にあり、石垣島をはじめとする１２の島から構成され(無人離島除く)、面積５８１．７

０平方キロメートル、１市２町で人口５１，１７１人を有している。

両保健医療圏とも、地理的には沖縄本島から海域を隔てていることから、県都那覇へ

は航空路線及び船舶を利用しており、人口的には５万人強とほぼ同規模で、年齢階級別

人口について県全体と比較してみると、65歳以上の割合が高くなっており、高齢化がみ

られる。

また、医療についても、両保健医療圏は同様な状況にある。圏域内にそれぞれ１カ所

ずつある県立病院（県立宮古病院及び県立八重山病院）を中心に、病院、診療所等が地

域の医療を支えている。しかしながら、他の保健医療圏と比較して、相対的に医療資源

が少なく、住民に対して十分な医療が提供されているとは言えない状況である。

離島であるが故に、医療従事者の人材確保が難しく、圏域内の県立病院での医師等が

欠員になると、診療制限あるいは診療休止に陥り、地域住民に大きな影響を与えること

がたびたび発生している。また、両圏域とも医師と看護師が1人ずつしかいないという

小規模離島を抱えており、これらの島の住民の医療の確保も課題となっている。

さらに、両圏域ともそれぞれの県立病院がほぼすべての医療機能を担い、極めて重要

な役割を担っていることから、これを踏まえた地域医療の連携を構築することが重要で

ある。特に、宮古保健医療圏においては、本計画期間中に、県立宮古病院の移転改築が

計画されていることから、当該計画と連動した地域医療連携を構築していく必要がある。

このように、両保健医療圏とも位置的にも人口的にも、さらには医療についても同様

な環境下にあることから、他圏域との医療の格差是正を図るためには、一つの圏域だけ

を重点的に取り組むのではなく、両圏域とも同時に取り組むことが重要である。また、

同様な医療課題に対して取り組むことになるため、両保健医療圏で別々に取り組むこと

よりも、同時に取り組むことが無駄のない投資で、高い成果を上げることが期待できる。

さらに、医療資源が限られた両保健医療圏の医療供給体制を支えるためには、圏域を

超えた全県的な見地からの取り組みが必要である。

よって、本計画は宮古及び八重山保健医療圏の医療資源の整備及び医療連携の体制強

化を図るとともに、効果的･効率的な全県的な支援体制を構築していくことをねらいと

する。
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(２つの保健医療圏を１つの計画として実施する理由)

宮古及び八重山保健医療圏においては、周辺離島の救急患者搬送を第十一管区海上保

安庁の協力を得て、宮古圏域の離島の救急患者搬送にも八重山病院の医師がヘリコプタ

ーに添乗するなど、圏域を超えて両圏域を一体として取り組んでいる。

また、周辺離島の診療所の医師が研修の受講等のために診療所を離れる場合の代診医

についても、両圏域を一体として取り組んでいる。

このように、二次医療圏は別々でありながら、両圏域を一つの医療圏として取り組む

ことが合理的であり、また、１で述べたとおり、両圏域とも医療について同様な課題を

抱えており、両保健医療圏で別々に課題解決に取り組むことよりも、同時に取り組むこ

とが無駄のない投資で、高い成果を上げることが期待できる。

従って、宮古及び八重山保健医療圏を一つの地域医療再生計画として取り組むことと

する。

２ 地域医療再生計画の期間

本地域医療再生計画は、平成２２年１月８日から平成２５年度末までを対象として定

めるものとする。

３ 現状の分析

【医師数について】

(1) 平成１８年における本県の医師数は２，９６４人で、人口１０万人当たり２１

６．７人であるのに対し、宮古保健医療圏の医師数は９０人で、人口１０万人当た

り１６６．７人である。また、八重山保健医療圏は８４人で、人口１０万人あたり

１６１．５人である。両圏域とも人口１０万人あたりの医師数は、県平均の７５％

となっている。

(2) 平成１４年における本県の医師数は、２，５１７人で、人口１０万人当たり１

８８．０人であり、平成１８年の医師数は平成１４年と比較して１７．８％増加し

ている。

一方、平成１４年における宮古保健医療圏の医師数は８１人であり、人口１０万

人当たり１４４．６人で、これは平成１８年までに９人しか増えてなく、１１．１

％の増加である。また、八重山保健医療圏の医師数は７２人で、人口１０万人あた

り１４６．９人で、平成１８年までに１２人しか増えてなく、１６．７％の増加で

ある。

(3) 医師の確保が困難な診療科の状況をみると、平成１６年末の本県の産婦人科の
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医師数は１３６人で、うち宮古保健医療圏が５人、八重山保健医療圏が５人となっ

ている。同じく小児科の医師数は県全体で１８８人で、うち宮古保健医療圏７人、

八重山保健医療圏７人となっている。また、本県の脳神経外科の医師数は平成１８

年８月現在４３人となっており、県全体として少ない状況である。

(4) 宮古保健医療圏及び八重山保健医療圏では、医師数はほぼ同数であり、医師確保
の困難な産婦人科、小児科等においても同様な人数となっている。これは、医師確

保において両圏域とも同様な条件下にあると言える。

(5) 宮古保健医療圏及び八重山保健医療圏の小規模離島には、県立又は町立の診療

所が１カ所ずつ設置されており、島民の医療を一手に担っている。このような小規

模離島診療所の医師の確保は、自治医科大学卒業生、県立病院のプライマリーケア

研修修了医、県内外からの公募医により確保されている。

(6) 医師･歯科医師･薬剤師調査によると、本県の女性医師の数は平成１８年度４７

８人で平成１６年度と比較して５３人増えており、１２．５％の増加となっている。

【看護師数について】

(7) 本県の看護職員の就業者数は、平成２０年末現在、１６，２２６人となっている。

そのうち、看護師は１０，４３８人で、人口１０万人対では７５８．６人である。

全国の６８７．０人より多いが、九州地区と比較すると、九州平均９０４．８人よ

り少なく、本県が一番少ない県となっている。

特に、宮古保健医療圏における看護師数は、３３５人となっており、県全体の

３．２％で、人口１０万人対では、６２４．４人であり、低い水準となっている。

一方、八重山保健医療圏における看護師数は、３０９人となっており、県全体の

３．０％で、人口１０万人対では５８８．２人であり、宮古保健医療圏同様、低い

水準となっている。

【医療提供施設について】

(8) 宮古保健医療圏における平成１９年３月における療養病床及び一般病床の基準

病床数は４６３床であり、既存病床数は５８５床で、１２２床が過剰病床数となっ

ている。

また、八重山保健医療圏における平成１９年３月における療養病床及び一般病床

の基準病床数は２４３床であり、既存病床数は４４６床で、２０３床が過剰病床数

となっている。

(9) 宮古保健医療圏内の病院数は平成１７年現在４機関で平成１４年と変わらない。

また、診療所数は３６機関で平成１４年の３１機関と比較して増加している。一般
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診療所の病床数は１６９床となっている。また、在宅療養支援診療所は５機関とな

っている。３６カ所の診療所のうち２カ所は、圏域の中心となっている宮古島から

さらに離島となっている伊良部島及び多良間島にある診療所となっている。

八重山保健医療圏内の病院数は平成１７年現在３機関で平成１４年から１機関増

加している。また、診療所数は３２機関で平成１４年の２７機関と比較して増加し

ている。一般診療所の病床数は５２床となっている。また、在宅療養支援診療所は

１機関となっている。３２カ所の診療所のうち７カ所は、圏域の中心となっている

石垣島からさらに離島となっている６つの離島の診療所となっている。

(10) 宮古保健医療圏内の歯科診療所数は平成１７年現在２７機関で平成１４年と比

較して１機関増えている。

八重山保健医療圏内の歯科診療所数は平成１７年現在２５機関で平成１４年から

３機関増加している。

沖縄県歯科医師会の資料によると、在宅歯科医療支援を実施している歯科医療機

関は３４カ所あるが、宮古及び八重山の両保健医療圏においては、在宅歯科医療を

支援している歯科診療所はない。

(11) 宮古保健医療圏内の薬局数は、平成１７年現在１８機関で平成１４年の１９機

関と比較して、１機関減少している。また、八重山保健医療圏内の薬局数は、平成

１７年現在１６機関で平成１４年の１７機関と比較して、１機関減少している。

【医療連携体制について】

(12) 宮古及び八重山保健医療圏においては、それぞれの圏域内にある県立宮古病院

及び県立八重山病院にほとんどの医療が集約化されており、それぞれの圏域の中核

的医療機関となっている。

(13) 平成１８年８月に行った県立宮古病院及び県立八重山病院の医師の勤務実態調

査結果によると、２病院とも全国平均に比べて、外来診療に関する時間が１週間あ

たり７時から１２時間長い。また、宿直等による医局での待機時間が長く、宿直の

翌日も通常勤務に就くケースがある。

(14) 宮古保健医療圏においては、初期救急医療体制については、休日･夜間は県立

宮古病院、宮古島市休日･夜間救急診療所及び宮古島德洲会病院において対応して

おり、平日は全医療機関で対応している。二次救急医療体制については、県立宮古

病院及び宮古島德洲会病院で対応している。また、三次救急医療体制については、

救命救急センターが圏内にないため、重篤な救急患者は海を隔てた沖縄本島の救命

救急センターへ自衛隊の航空機で搬送している。県立宮古病院は、圏内の中核的医

療機関としての役割を果たしているが、救急患者受け入れに関しては初期から３次

救急まで行なっていることから、救急患者の受け入れが多い。
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小規模離島である多良間島からの救急患者搬送は、第１１管区海上保安本部のヘ

リコプターで宮古島の県立宮古病院へ搬送している。

(15) 八重山保健医療圏においては、初期救急医療体制については、休日は県立八重

山病院、石垣島德洲会病院において対応しており、平日は全医療機関で対応してい

る。二次救急医療体制については、県立八重山病院及び石垣島德洲会病院で対応し

ている。また、三次救急医療体制については、救命救急センターが圏内にないため、

重篤な救急患者は海を隔てた沖縄本島の救命救急センターへ自衛隊の航空機で搬送

している。県立八重山病院は、圏内の中核的医療機関としての役割を果たしている

が、救急患者受け入れに関しては初期から３次救急まで行なっていることから、救

急患者の受け入れが多い。

小規模離島からの救急患者搬送は、第１１管区海上保安本部のヘリコプターで石

垣島の県立八重山病院へ搬送している。

(16) 「平成１９年沖縄県医療機能調査結果報告書」によると、第２次救急医療機関

を受診した救急患者２７，６４５人のうち、入院した患者数は３，９４３人で１４．

３％であった。

(17) 全県立病院、離島診療所等を結ぶネットワークシステム「離島・へき地遠隔医

療支援情報システム」を平成１２年度から運用している。

また、遠隔講義や遠隔会議を配信する多地点テレビ会議システムを運用している。

(18) 医療関係者による圏内の医療機能の分化や医療連携を話し合う場がない。

(19) 「沖縄県保健医療県民意識調査(平成 19 年 3 月)」では、回答者約９００人の
うち、４２．９％が「自宅で最期を迎えたい」としながら、「自宅で最期まで療

養したい」と回答した人は１６．８％である。在宅における療養支援が必要であ

る。

(20) 平成１８年の死亡総数に占めるがんの割合は全国で３０．４％、本県２２．７

％となっており、いずれも死亡原因の第１位となっている。「沖縄県がん対策基本

計画」においては、がん診療拠点病院を２次保健医療圏に概ね１カ所整備すること

としており、北部、中部及び南部保健医療圏に整備しているが、宮古及び八重山保

健医療圏には整備されていない。なお、都道府県がん診療連携拠点病院は琉球大学

附属病院に整備している。

４ 課題

慢性的な医師不足に悩む離島の医療機関に対して、県全体として安定的に医師や

看護師を供給できる体制を構築する必要がある。また、病院勤務医の勤務環境改善
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や、女性医師や看護師等の就労支援を行う必要がある。在宅医療を支える体制が十

分とはいえず、その充実が必要である。また、医療情報の共有化等ＩＴの活用によ

り、地域の医療機関の役割分担・連携を図る必要がある。

【医師について】

(1) 宮古及び八重山保健医療圏とも人口１０万人当たり医師数が、県や全国平均の

約７５％と少ない。慢性的な医師不足に悩む離島に対して、県全体として安定的に

医師を供給できる仕組みを構築することが根本的な解決策と考える。また、北部保

健医療圏及び中部保健医療圏においても県平均よりも少ないことから、医師確保は

県全体として取り組むべき課題として位置づける。

(2) 産婦人科、小児科及び脳神経外科等の離島に派遣する専門医が不足しているこ

とから後期臨床研修医の養成を充実する必要がある。

(3) 小規模離島の診療所の医師を安定的に確保するために、プライマリーケア医養

成のための仕組みを考える必要がある。

(4) また、女性医師の割合は年々増加しているが、出産・育児と両立した就労形態

が定着しているといえず、その能力ややる気を活かすことが出来ない環境となって

いる。女性の多様な働き方を支援する仕組みが必要である。

(5) 宮古及び八重山保健医療圏とも離島であるため、医師の定着率が低い。そのた

め、医師の勤務環境の改善が必要である。特に、両保健医療圏のほぼすべての医療

機能を担う県立宮古病院及び県立八重山病院の医師の過重労働の解消のため、働き

やすい環境づくりを促進する必要がある。

【看護師について】

(6) 平成１７年に策定した「沖縄県看護職員需給見通し(平成１８年～２２年）」で

は、平成２２年の需要数と供給数について、６９４人の不足が見込まれていること

や平成１８年の診療報酬改定に伴う看護職員の人員配置の引き上げに対応するた

め、看護職員の養成・確保を推進していく必要がある。

(7) 看護職員の養成校は増加しており、それに伴う実習施設の確保が課題となって

いる。看護教育における実習指導者の需要は増えているが、現在の看護研修センタ

ーの施設では、年間１００名近くの要望に対応できない状況となっている。

(8) ナースセンターは、看護職員の人材確保を強化する為に、これまでの事業に併

せて、潜在看護職員の確保と、離職防止・復職支援のための研修、看護職員確保対
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策連絡協議会等を開催する等、事業を強化する必要がある。

(9) 新卒看護職員の離職の増加、精神面の不調を理由とする看護職員の退職者の増

加などの問題があることから、積極的な定着促進や未就業者の就労促進を図る必

要がある。

(10) 医療の高度化・専門化・複雑化に伴う看護機能の役割拡大、また医療安全の重

要性、医療情報の透明性など県民の医療に対する関心の高まりなどに対応するた

め、質の高い認定看護師等の養成・確保を行う必要がある。

【医療連携体制について】

(11) 県立宮古病院は、宮古保健医療圏内の２次救急医療機関としての役割を果たし

ているが、休日・夜間の初期救急患者も受け入れていることから、救急患者の受入

数が多い。県立宮古病院の本来の救急医療の役割を果たすために、休日・夜間の初

期救急受入体制を整備する必要がある。

(12) 第２次及び第３次救急医療機関に多くの軽症患者が直接受診しており、結果と

して、これらの医療機関が本来担うべき医療機能に支障が生じている。特に、小児

の救急患者の疾患の程度による適切な受診を推進する必要がある。

(13) 宮古及び八重山保健医療圏における小規模離島の診療所の医師の安定的な確保

と資質の向上を図るために、遠隔医療システム等による離島診療所の医師への支援

を強化する必要がある。

(14) 少ない医療資源の中で、医療を効率的、効果的に提供するためには、両圏域の

中核的役割を担う県立病院と地域の医療機関との連携を図る必要がある。特に、医

療機関が連携するＩＴを活用した体制整備が必要である。

また、地域連携クリティカルパスを導入し、患者が急性期から回復期を経て、

自宅療養まで安心して医療が受けられるよう医療機関の医療連携体制を確立する

必要がある。

(15) 圏内の医療関係者が、圏内の医療機能の分化や医療連携等地域医療について定

期的に話し合う場が必要である。

．目標

安定的に医師及び看護師を確保する。産科、脳神経外科等に従事する医師をはじ

めとする医師不足を解消し、平成２４年度を目標に看護職員の需給数に見合う、供
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給数の確保を目指す。

圏域内の医療機関の機能分化と連携を促進する。初期救急医療機関及び２次救急

医療機関の整備を推進する。ＩＴによる医療情報の共有化を推進して地域医療の連

携体制を構築する。遠隔医療システム等による離島診療所の支援を強化し、医師の

勤務環境の改善を図るなどして、継続的に医師を確保できるようにする。

また在宅医療の支援策の一つとして、在宅歯科診療を担う体制を整備する。

【医師について】

(1) 宮古及び八重山保健医療圏の平成１４年から平成１８年までの医師数の増加は、

宮古保健医療圏では９人、八重山保健医療圏では１２人となっていることから、そ

の平均の伸びの１．５倍の医師数の増加を見込み、医師数として１５人以上、人口

１０万人当たりの医師数を１９０人以上とする。

(2) 産科、脳神経外科等に従事する医師をはじめとする医師不足を解消する。また、

小規模離島診療所に勤務するプライマリーケア医を常時配置できるようにするため

に、その代診医を確保することや円滑に診療ができるよう医療機器の整備を図る。

(3) また、女性医師の多様な働き方を支援する仕組みを構築し、実際に医療に従事

する女性医師の割合の増加を図る。

(4) 医療の高度化・専門化・複雑化に対応できる質の高い医師を養成・確保する。

【看護師について】

(5) 平成２４年度を目標に看護職員の需給数に見合う、供給数の確保を目指す。

(6) 看護師等修学資金貸与人数の増加分を人材確保困難な施設の就業に結びつける。

(7) 医療の高度化・専門化・複雑化に対応できる質の高い認定看護師等を養成・確

保する。

【医療連携体制について】

(8) 宮古及び八重山保健医療圏域内の初期救急医療機関及び２次救急医療機関の整

備を推進する。

(9) 両圏域における小規模離島の診療所の医師を常時配置し、資質の向上を図るた

めに、遠隔医療システム等による支援を強化する。
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(10) 患者の急性期から回復期、安定期又は療養期まで一連の治療計画の下で医療が

提供されるよう地域連携クリティカルパスを普及して、ＩＴによる医療情報の共有

化を推進し、地域医療の連携体制を構築する。

(11) 在宅医療の支援策の一つとして、在宅歯科診療を担う体制を整備する。

(12) 地区医師会との協力の下に地域の医療連携を推進する。

６．目標達成のための具体的実施内容

１．県全体で取り組む事業

【医師確保対策】

(1) 医師の研修機能を活用した医師確保対策
総事業費 ４２，０００千円

（国庫負担分 １４，０００千円 基金負担分 ２８，０００千円）

（目的）

県立病院群、群星沖縄及びRyuMICの３臨床研修グループが連携して、研修の一環

として離島などの医師不足地域等の病院で臨床研修を実施することにより、離島等

の医師確保を図る。また、そのために、初期研修、後期研修及び復職研修等におい

て、充実した内容を学べる体制を整えることにより、魅力ある臨床研修事業等を実

現し、離島をはじめ県内に定着する医師の確保を図る。

（各種事業）

① 後期臨床研修医派遣事業

・平成２２年度事業開始。

・事業総額 ４２，０００千円

（国庫負担分 １４，０００千円 基金負担分 ２８，０００千円）

県立病院群、群星沖縄及びRyuMICの３臨床研修グループが連携して、研修の

一環として離島などの医師不足地域等の病院で地域医療を支える診療分野の専

門的臨床研修を実施する。

(2) 医療機関の医師等の離職防止・再就職の促進対策

総事業費 １３１，６６５千円

（国庫補助負担分 ３９，０００千円、基金負担分 ９２，６６５千円）

（目的）

医師が働きやすい環境作りや勤務医の過重労働の解消のための施策を講じ、医師
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の離職防止・再就職支援を図る。宮古及び八重山保健医療圏内の医療機関を優先的

にモデル事業を実施する。

（各種事業）

① 女性医師等復職研修事業

② 短時間正規雇用の導入支援等

③ 医師交代勤務等導入促進事業

④ 離島等医師不足地域の短期間正規雇用導入支援事業等の実施支援事業

⑤ 勤務医等の負担軽減のための医師事務作業補助者の採用

･平成２２年度事業開始

・事業総額 １３１，６６５千円

（国庫補助負担分 ３９，０００千円、基金負担分 ９２，６６５千円）

(3) 専門医等の育成

総事業費 ９０，０６３千円（基金負担分 ９０，０６３千円）

（目的）

沖縄県は離島県であるが故に、医師の業務が細分・専門化されてきた現状におい

て、脳神経外科やがん等それぞれの分野の専門医を育成し、すべての医療が県内で

完結できる体制を整える必要がある。

① 専門医等人材育成･人材確保事業

・平成２２年度事業開始

・事業総額 １６，３３８千円（基金負担分 １６，３３８千円）

国内外で実施される専門研修会等に医師等を派遣し、専門医等を育成し、県

内における専門分野の後進指導を行う。

② 医学教育者・指導医育成事業

・実施期間 平成２４年度から平成２５年度

・事業総額 １４，０００千円（基金負担分 １４，０００千円）

琉球大学とハワイ大学と協力して沖縄の地域医療を活かした医学教育フェロ

ーシッププログラムを開発し、研修の実施しにより地域の指導者を育成する。

③ 臨床研修医確保対策合同説明会参加モデル事業

・実施期間 平成２４年度から平成２５年度

・事業総額 ５９，７２５千円（基金負担分 ５９，７２５千円(注)）

（注）今後の運用益（または入札差金額等）により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。なお、

財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満たないこととなった場合は、沖縄県
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負担により事業を実施する。

研修医確保のための合同説明会へ県内の臨床研修病院が合同で参加すること

で、研修医確保への効果を確認する。

【看護師確保対策】

(1) 看護師等養成、県内確保促進
総事業費 ４０９，９８５千円

（基金負担分２７４，９８５千円、県負担分１３５，０００千円）

(目的)

平成 20 年度にぐしかわ看護専門学校（定員 80 名）の開校、平成 21 年度に浦
添看護学校及び那覇看護専門学校にそれぞれ 80 名の看護師３年課程が増設さ
れた。貸与対象者数が増加している為、県内の看護師不足に鑑み、県内離島へ

き地への看護師定着を促進するため、修学資金貸与者の拡大を図る。また、看

護職養成校の増加に伴い、実習施設の確保・実習指導者養成、看護教員養成の

充足を図る。

（各種事業）

① 沖縄県看護師等修学資金貸与事業の拡大

・平成２２年度事業開始。

・事業総額 ４０９，９８５千円

（基金負担分２７４，９８５千円、県負担分１３５，０００千円）

・修学資金貸与者を対象者の５％にあたる１２５名に増員する。

・学校納付金貸与を新設し、貸与人数を対象者の２％にあたる５０名とし、

養成施設の学生の中途退学や休学を防ぐ。

(2) 看護師の離職防止、復職支援、県内定着等の就労支援体制の整備
総事業費 ９０２，６１９千円

（基金負担分 ４４１，７７７千円、事業主負担分 ４６０，８４２千円）

（目的）

沖縄県看護協会と連携して研修体制を充実することにより、看護職員の離職防止

や復職支援を図る。特に、新人看護師においては、実務への力不足から離職率が高

いことから、卒後研修を充実させることで、その離職防止を図る。

（各種事業）

① 看護職教育研修事業

･事業主体 沖縄県看護協会

・平成２２年度事業開始。
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・事業総額 １２５，０００千円

（基金負担分 １０６，１５８千円(注)、事業者負担分１８，８４２千円）

（注）今後の運用益（または入札差金額等）により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。なお、

財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満たないこととなった場合は、事業者

負担により事業を実施する。

看護師の臨床実践能力の向上、離職防止の観点から以下の事業を実施する。

・新人看護職の卒後臨床研修

・新人看護職指導者育成研修

・宮古･八重山地区の遠隔地の看護職を対象とした衛星通信研修

・認定看護師養成研修

・認定看護管理者育成研修

② 沖縄県ナースセンター事業の充実･拡大

・事業主体 沖縄県看護協会

・平成２２年度事業開始。

・事業総額 ５２，０００千円

（基金負担分 １０，０００千円、事業主負担分４２，０００千円）

ナースセンター事業を充実･強化することにより、看護職の復職支援を図る。

③ 看護研修センターの整備

・事業主体 沖縄県看護協会

・事業期間 平成２２年度から平成２５年度まで

・事業総額 ７１６，０００千円

（基金負担分３１６，０００千円、事業主負担分４００，０００千円）

看護師等看護職の離職防止及び復職支援を行うために、研修機能を充実･

強化する必要があるが、現在の看護研修センターは狭隘なため、そのニー

ズに対応できない状況となっている。看護研修センターを整備し、看護の

研修を強化することにより、看護職の離職防止、復職支援を図る。

④ 島しょ・へき地の看護職者の人材養成・人材確保事業

・事業主体 沖縄県看護大学

・事業期間 平成２４年度から平成２５年度まで

・事業総額 ９，６１９千円（基金負担分９，６１９千円）

島しょ・へき地で勤務する看護職者の人材養成・人材確保のための看護

研修事業を実施する。

【離島診療所等の医師確保対策】

総事業費 ２５５，６１４千円

（国庫負担分 ３８，０３１千円、基金負担分 ２１７，５８３千円）
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（目的）

離島・へき地診療所の勤務環境等を整備し、離島・へき地診療所に勤務する医師を

継続的に確保する。

（各種事業）

① 離島診療所医師の代診医派遣事業

・平成２２年度事業開始

・事業費総額 ７６，０６２千円

(国庫負担分 ３８，０３１千円、基金負担分 ３８，０３１千円)

離島診療所等の医師の休暇等に対して代診医を派遣することにより、離島診

療所の医師の処遇改善を図り、継続的に医師を確保していく。

② 勤務環境等の整備

ア Ｗeb会議システム導入による連携推進事業

・事業期間 平成２２年度から平成２５年度まで

・事業総額 ３，４１２千円（基金負担分 ３，４１２千円）

情報不足になりがちな離島・へき地診療所の医師等に対して、情報提供支援

を行う。

イ 離島・へき地診療所等の医療機器等整備

・事業期間 平成２２年度から平成２５年度まで

・事業総額 １７６，１４０千円 （基金負担分 １７６，１４０千円）

離島・へき地診療所等に必要な医療機器を整備することにより、離島・へき

地診療所等の医師等の円滑な診療実施を支援する。

【救急医療対策】

総事業費 １５８，９７８千円

（国庫負担分 ４３，０２５千円、 基金負担分 １１４，１８６千円、

県負担分 １，７６７千円）

（目的）第２次及び第３次救急医療機関に多くの軽症患者が直接受信していること

を是正し、救急患者を適正に振り分けることで、それぞれの救急医療機関が本来担

っている役割を果たせるようにする。

（各種事業）

① 小児救急電話相談事業（＃８０００事業）
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・平成２２年度事業開始

・事業総額５３，６９４千円

（国庫負担分２６，８４７千円、 基金負担分２６，８４７千円）

小児患者の保護者向けの電話相談体制を整備することにより、地域の小児救

急医療体制の補強と医療機関の機能分化を推進する。モデル事業として実施す

る。

② 在宅療養を支える環境づくり事業

・実施期間 平成２４年度から平成２５年度まで

・事業総額 １９，２６６千円（基金負担分１９，２６６千円）

在宅の医療的ケア児に対し、台風時等の緊急時に備え発電機等を給付する。

③ 難病患者等人工呼吸器用外付けバッテリー等給付事業

・実施期間 平成２４年度から平成２５年度まで

・事業総額 １３，１９６千円（基金負担分１３，１９６千円）

災害時に伴う停電時の電源確保のため、人工呼吸器を装着した在宅難病患者

に対し、人工吸気用外付けバッテリー等を給付する。

④ 重症難病患者入院施設確保事業

・実施期間 平成２４年度から平成２５年度まで

・事業総額 ５３，８３６千円

（国庫負担分１６，１７８千円、 基金負担分３５，８９１千円(注)、

県負担分１，７６７千円）

（注）今後の運用益（または入札差金額等）により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。なお、

財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満たないこととなった場合は、沖縄県

負担により事業を実施する。

病状悪化等の理由で入院治療が必要となった在宅の重症難病患者に対して、

適時・適切な入院施設等の確保を行う。

⑤ 災害時医療資器材整備事業

・実施期間 平成２４年度

・事業総額 １８，９８６千円（基金負担分１８，９８６千円）

ＤＭＡＴ派遣等、災害時の医療活動に必要な資器材等を整備する。

２．二次医療圏で取り組む事業（運営に係る事業）
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【在宅医療体制の整備】

総事業費 ３１，６８６千円

（基金負担分 ２４，６８６千円、事業主負担分 ７，０００千円）

（目的）

病院から地域の診療所とタイアップした在宅医療へスムーズにつなげる医療連携

が必要である。在宅においても、快適に暮らせる支援が必要であり、在宅の歯科医

療対策を充実することで、全身ケアの維持につなげる。

（各種事業）

① 在宅歯科支援研修事業

・事業主体 沖縄県歯科医師会

・平成２２年度事業開始。

・事業総額 １０，６９２千円（基金負担分 １０，６９２千円）

在宅歯科医療を実施するに当たって、必要な研修を行い、もって、在宅歯科

診療に携わる歯科医師の増加を図る。

② 在宅歯科診療機器整備事業

・事業主体 沖縄県歯科医師会

・事業期間 平成２２年度から平成２５年度まで

・事業総額 ２０，９９４千円（基金負担分１３，９９４千円、事業主負担分

７，０００千円）

在宅歯科医療実施に必要な機器整備を行う。

【がん対策による地域医療連携の取組】

総事業費 １５２，７２１千円（国庫負担分 ４０，０００千円、

基金負担分 ９２，７２１千円、県負担分 ２０，０００千円）

（目的）

宮古及び八重山圏域には、地域がん診療連携拠点病院がない。地域格差なく、最適

で標準的な質の高いがん医療等を受けられる体制の構築を推進する。

（各種事業）

① 準がん診療連携拠点病院整備事業

・平成２２年度事業開始

・事業総額 ３９，８５６千円（基金負担分 ３９，８５６千円）
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がん診療拠点病院の要件を満たさないが、がん治療を行っている医療機関を

準がん診療拠点病院に指定し、相談支援やがん登録事業などを行い、がん対策

を推進していく。

② 地域がん診療拠点病院機能強化事業

・平成２２年度事業開始

・事業総額 ８０，０００千円（国庫負担分 ４０，０００千円、

基金負担分 ２０，０００千円、県負担分 ２０，０００千円）

宮古及び八重山保健医療圏には地域がん診療拠点病院がなく、質の高いがん

医療を受けるためには、沖縄本島まで出てこなければならない。沖縄本島内の

地域がん診療拠点病院が、宮古及び八重山保健医療圏域のがん対策の地域医療

連携を支援する。

③ がん医療連携体制推進事業

・平成２２年度事業開始

・事業総額 １９，１１２千円（基金負担分 １９，１１２千円）

がん医療連携におけるクリティカルパスの導入促進を図るとともに、がん情

報と知識を提供する体制を構築する。

④ がん患者相談支援モデル事業

・実施期間 平成２４年度から平成２５年度まで

・事業総額 ５，２６０千円（基金負担分 ５，２６０千円）

がん登録の充実強化により、罹患集計データの品質、完全性の向上等により

精度を高め、がん予防や治療等の疫学研究等に活用する。

⑤ がん罹患者生存確認調査事業

・実施期間 平成２４年度から平成２５年度まで

・事業総額 ８，４９３千円（基金負担分 ８，４９３千円）

がん登録の充実強化により、罹患集計データの品質、完全性の向上等により

精度を高め、がん予防や治療等の疫学研究等に活用する。

３．二次医療圏で取り組む事業（施設・設備整備に係る事業）

【研修医等受け入れのための整備】

総事業費 １９９，８７０千円 (基金負担額 １９９，８７０千円)
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(目的)

離島である両圏域の医師を確保するため、他圏域からの臨床研修医等の派遣に対

して、住環境を整備する。

(各種事業)

① 研修医等宿舎確保事業

・実施期間 平成２２年度から平成２５年度まで

・事業総額 １９９，８７０千円 (基金負担額 １９９，８７０千円)

圏域外からの医師を確保するため、医師、看護師及び研修医等の宿舎を整備する。

【救急医療体制の整備】

総事業費 ２２８，４５１千円

（基金負担分 ２２４，８６１千円、 事業者負担分 ３，５９０千円）

（目的）

宮古保健医療圏の初期救急医療を担う医療機関を整備することにより、２次救急

との役割分担を明確にする。

（各種事業）

① 救急医療体制強化のための施設・設備の整備

・実施主体 宮古島市

・事業期間 平成２２年度から平成２５年度まで

・事業総額 ５９，７００千円（基金負担分 ５９，７００千円）

県立宮古病院の改築に際し、新宮古病院内に宮古島市が運営する休日夜間診

療所を整備し、１次救急を担う。新宮古病院の救急部門は第２次救急を担当す

る。

② 救急設備の改修

・事業期間 平成２２年度から平成２５年度まで

・事業総額 ５５，１７３千円 （基金負担分 ５５，１７３千円）

県立八重山病院は、年間２５，０００人の救急患者を取り扱っており、また、

救急搬送患者の約８５％を引き受けている。救急室の改築を行い、必要な医療

機器整備を行う。

③ 救急患者搬送車整備事業

・事業期間 平成２２年度から平成２５年度まで

・事業総額 ２９，５０６千円（基金負担分 ２９，５０６千円）
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宮古及び八重山保健医療圏の小規模離島における救急患者搬送に使用する車

両を整備し、救急患者のスムーズな搬送を行う。

④ 新生児集中治療室の改修

・事業期間 平成２２年度から平成２５年度まで

・事業総額 ５５，３６２千円 （基金負担分 ５５，３６２千円(注)）

（注）今後の運用益（または入札差金額等）により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。なお、

財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満たないこととなった場合は、事業者

負担により事業を実施する。

県立八重山病院は圏域内の妊娠分娩産褥、周産期の病態の入院医療を全て取

り扱っている。しかしながら、施設及び設備が不十分であるため、その整備を

行い、低体重児出生率の高い状況に十分対応できるようにする。

⑤ 救急搬送用へリポート整備支援事業

・事業期間 平成２５年度開始事業

・事業総額 ２８，７１０千円

（基金負担分 ２５，１２０千円(注)、事業者負担分３，５９０千円）

（注）今後の運用益（または入札差金額等）により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。なお、

財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満たないこととなった場合は、事業者

負担により事業を実施する。

県立八重山病院は圏域内の妊娠分娩産褥、周産期の病態の入院医療を全て取

り扱っている。しかしながら、施設及び設備が不十分であるため、その整備を

行い、低体重児出生率の高い状況に十分対応できるようにする。

【地域医療に必要な施設・設備の整備】

総事業費 ２７３，７３１千円

（国庫補助負担分 ３８，０００千円、基金負担分 ２３５，７３１千円）

（目的）

地域における医療の提供のために特に必要な施設・設備を整備するため、各種事

業を行う。

（各種事業）

① 離島診療所の整備

・事業主体 竹富町

・事業期間 平成２２年度から平成２５年度まで

・事業総額 １５２，５６６千円

（国庫補助負担分３８，０００千円、基金負担分１１４，５６６千円）
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竹富町が管理運営する竹富診療所及び医師住宅、黒島診療所及び医師住宅は

老朽化しており、施設整備を行うことにより、医師の快適な労働環境を確保す

る。

② 院内助産所整備事業

・事業期間 平成２２年度から平成２５年度まで

・事業総額 ４５，４６５千円（基金負担分 ４５，４６５千円）

産科が一カ所しかない八重山保健医療圏において、助産師外来の整備を行う

ことにより、産婦人科を補完する。

③ へき地歯科診療所整備事業

・事業期間 平成２５年度開始事業

・事業総額 ７５，７００千円 （基金負担分 ７５，７００千円(注)）

（注）今後の運用益（または入札差金額等）により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。なお、

財源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満たないこととなった場合は、沖縄県

負担により事業を実施する。

波照間島に歯科診療所を整備し、住民への安定的な医療の確保を図る。

【ITを活用した取組】

総事業費 ４８２，６６３千円（基金負担分 ４８２，６６３千円）

（目的）

地域の医療連携をスムーズに行うため、IT関連の基盤を整備するとともに、へき地

での医療も確保するため、各種施策を講じる。

（各種事業）

① ＩＴを活用した地域医療連携システムの構築

・事業期間 平成２２年度から平成２４年度まで

・事業総額 ４７０，０００千円（基金負担分 ４７０，０００千円）

宮古及び八重山保健医療圏の中核的病院である県立病院と圏域の病院･診療

所の医療情報のＩＴ化を図り、診療情報を共有化することで、地域医療連携を

推進する。

②地域医療連携推進協議会の設置・運営

・平成２２年度事業開始

・事業総額 １２，６６３千円（基金負担分 １２，６６３千円）
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宮古及び八重山保健医療圏のそれぞれの地区医師会、県立病院、民間病院、

診療所、保健所等で構成す協議会を設置し、当該圏域の地域医療連携を検討・

推進していく。

③医療機能提供制度機能拡充事業

・平成２４年度開始事業

・事業総額 ８，０００千円（基金負担分 ８，０００千円）

医療機能提供制度ネットワークの機能を拡充し、各疾病に対応した医療機関

の検索機能、地域連携等の強化を図る。

７．地域医療再生計画終了後に実施する事業

地域医療再生計画が終了し、地域医療再生基金が無くなった後においても、５に

掲げる目標を達成した状態を将来にわたって安定的に維持するために必要があると

見込まれる事業については、平成２６年度以降も、引き続き実施していくこととす

る。

（再生計画が終了する平成２６年度以降も継続して実施する必要があると見込まれる事

業）

① 沖縄県ナースセンター事業

・単年度事業予定額 ４２，０００千円

② 地元定着の看護師を支援するための奨学金の拡充

・単年度事業予定額 １０２，０００千円

③ 地域がん診療拠点病院機能強化事業

・単年度事業予定額 １０，０００千円

その他の事業は、事業実施主体が継続して運営又は実施していくことになる。
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 地域医療再生計画（沖縄県  北部保健医療圏） 
 
１ 対象とする地域  
 

本地域医療再生計画においては、北部保健医療圏を対象地域とする。 
本保健医療圏は、名護市を中心とし、9つの市町村から構成される。また伊江村、伊

平屋村、伊是名村の3つの有人離島を抱えている。 
平成17年の国勢調査の人口は102,483人であり、年齢階級別人口について県全体と比

較してみると、人口に占める20～39歳の男女の割合が低く、また、女性の80歳以上の

割合が多くなっている。 
面積は、約704.3平方キロメートルと、本県において、保健医療圏（以下、「医療圏」

という。）としては、最も広大な地域であることが特徴であり、その地理的特性から、

保健医療資源や医療サービス提供体制は、必ずしも十分ではあるとは言えない状況で

ある。 
特に、ハイリスク妊婦、異常分娩については、約50km離れた県立中部病院に搬送さ

れており、それに係る妊婦・胎児に大きな負担を掛けている。 
一方で本医療圏では、北部地区医師会病院と県立北部病院の2病院が急性期病院とし

ての役割を果たし、さらに圏内の医療機関や診療所を巻き込んだ本医療圏連携会議や

地域連携に関する研修会などが開催され、徐々に地域連携の体制が築かれつつある地

域である。本医療圏をモデル地域として、切れ目のない医療サービスを提供するため

の地域連携を推進し、県内の他の医療圏へ展開することが本県の重要な課題だと認識

している。 
 
 

２ 地域医療再生計画の期間  
 

本地域医療再生計画は、平成22年１月８日から平成25年度末までを対象として定め

るものとする。 
 
 

３ 現状の分析  
 

〔医療機関数・医療従事者〕 
 
(1) 本医療圏は、一般病床数は全国水準より多いものの、救急告知病院、診療所、訪問

看護ステーションは全国水準より少ない地域である。 
(2) 本医療圏の基準病床数は608で、既存病床数は1,044（うち一般病床548、療養病床

496）である。 
(3) 平成18年における本医療圏の一般病院数は8施設で、人口10万対でみると7.8であり、

全国水準6.1よりも多い。一般病床数は1,214床で、人口10万対でみると1,185.9であ
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り、全国水準714.8を大きく上回っている。 
(4) 救急告示病院は、2施設のみであり、人口10万対でみると2.0となっており、全国水

準3.2よりも下回っている。 
(5) 診療所数は58施設で、人口10万対でみると56.8であり、全国水準76.3を下回ってい

る。 
(6) 歯科診療所数は40施設で、人口10万対でみると39.2であり、全国水準52.2を下回っ

ている。 
(7) 薬局数は40施設で、人口10万対でみると39.2であり、全国水準40.1とほぼ同水準で

ある。 
(8) 訪問看護ステーション数は2施設で、人口10万対でみると2.0であり、全国水準4.2

を下回っている。 
(9) 医師数は184人で、人口10万対でみると178.6であり、全国水準217.5より少ない状

況である。 
(10) 歯科医師数は45人で、人口10万対でみると43.7であり、全国水準76.1より少ない状

況である。 
(11) 薬剤師数は100人で、人口10万対でみると97.1であり、全国水準197.6より少ない状

況である。 
(12) 看護師数は817人で、人口10万対でみると794.9であり、全国水準635.5より多い状

況である。 
(13) 平成14年と比べると、医師は161人より23人増加、歯科医師は45人より増減なし、

薬剤師は77人より23人増加、看護師は641人より176人増加している。 
 

〔救急搬送〕 
 
(14) 本部町今帰仁村地区、国頭地区での搬送件数は2,071件であり、本医療圏全体（4,4

79件）の約半分を占めているが、これらの地域の収容平均時間はそれぞれ本部町今

帰仁村地区34.8分、国頭地区44.8分であり、沖縄県平均33.7分より長い。 
(15) 名護地区では、全体（2,408件）の約70%（1,696件）が県立北部病院に搬送されて

おり、北部地区医師会病院は約24%（586件）である。 
(16) 管轄外への搬送件数は、全体の約5%（116件）であり、そのほとんどが県立中部病

院への搬送である（101件）。 
(17) 特に、本医療圏には三次救急病院がないことから、重症患者の受け入れは、ほぼ

県立中部病院へ依存していると言える。 
 
〔離島・へき地医療〕 
 

(18) 本医療圏において無医地区となっているのは、国頭村、大宜味村、東村において5
地区あり、村立の診療所が対応を行っている。 

(19) これまで沖縄県では、県立病院群、琉大病院群、群星群の3つの研修グループがそ

れぞれ独立して、離島・へき地医療の医師の質と人材の確保を行ってきた。 
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(20) しかし県立病院群、琉大病院群、群星群の3つの研修グループは、これまで独自に

初期研修医を育成しており、横のつながりは必ずしも多くない。さらにこれら研修

グループで研修を受けた臨床医は、必ずしも沖縄において継続的に地域医療に従事

しているわけではない。 
 

〔周産期医療体制〕 
 
(21) 北部医療圏における産科医療機関は、民間クリニック2施設と県立北部病院を含め3

施設である。 
(22) 拠点病院である県立北部病院は、2005年4月から約3年間医師不足のため休診してい

たが、2008年2月より再開した。ただし未だ産婦人科医師数が不足しているため、

現在も予約制の産科診療が中心となっている。 
(23) 本県の出生率は11.9あり、全国水準8.4を大きく上回り、全国1位の水準である。ま

た本医療圏では11.3となっている。 
(24) 母の年齢別にみると、本医療圏では15歳～19歳による出生が48人おり、全体の4.1

7%を占めている。これは全国平均1.6%に対して非常に高い状況である。 
(25) 妊娠届出状況では、満11週以内が72.8%、満12週～19週が19.7%、満20週～27週が

2.4%、満28週以上が1.2%、不詳が23.1%となっている。 
(26) 平成19年、県の低出生体重児（2,500g未満）の出生率は11.8%で、全国平均9.7%で

あるのに対して、本医療圏も11.7%と非常に高い状況である。 
(27) 周産期死亡率は、全国4.5人/千人であるのに対して、本医療圏は8.3人と非常に高い

状況である。 
(28) 早産、異常分娩など分娩後NICUでの管理が必要な母子については、約50km離れ

た県立中部病院の総合周産期母子医療センターへ搬送している。 
(29) 平成18年度の北部医療圏から県立中部病院への搬送件数は57件となっている。これ

は本医療圏の産科受診数のうち、16.7%を占めている。 
 
〔地域連携〕 
 

(30) 「専門的ながん診療」を担う医療機関は、地域がん診療連携拠点病院である北部地

区医師会病院があるが、部位によっては専門的ながん診療の受け入れ機関がなく、

放射線治療に対応可能な機関も圏域内にはない。そのため、本医療圏外の機関への

紹介等広域的な連携体制が必要である。 
(31) 県民健康・栄養調査の結果から、本県のメタボリックシンドロームの状況をみる

と、40～74歳で、男性は該当者が30.4％、予備群が27.5％となっており、合計す

ると10人に6人が該当者又は予備群となっている。特に、男性における20～30歳
代の若い世代からの肥満は、生活習慣病予防の視点からも大きな課題となってい

る。 
(32) 平成19年11月に医療機関、医師会、市町村等から成る医療連携部会を設置し、北部

医療圏域糖尿病医療連携パス開始に向け、検討し、平成20年８月から試行開始し、
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11月から本格運用している。北部地区医師会が平成20年度に医療連携推進事業の糖

尿病対策を受託し、医療連携部会と連携し、事業を進めている。平成21年度におい

ても、北部地区医師会が医療連携推進体制推進事業糖尿病対策を受託し、北部地域

医療連携委員会を立ち上げ、北部地域医療糖尿病部会、北部地域医療ＣＫＤ連携部

会を開催し、北部地区医師会が実施主体となり、糖尿病及びＣＫＤの地域医療連携

を推進している。 
(33) 高血圧を治療せずに放置した結果、脳血管疾患を発症して入院するなど、本県では、

治療せずに重症化して入院していることが推測されており、生活習慣の改善、高血

圧の予防と適切な治療の継続が必要となっている。 
(34) 要介護高齢者を対象とした月1回の歯科医療サービスは、全国平均の充足率（在宅

歯科診療所数／要介護高齢者数）は3.6%であるのに対して、沖縄県の充足率は2.
4%である。 

(35) 「沖縄県保健医療県民意識調査（平成19年3月、回答者約900名）」では、42.9％が

「自宅で最期を迎えたい」としながら、自宅で死亡する人の割合は、全死亡者の13％
と少なく、病院での死亡が78.4％と最も高い状況である。 

 
４ 課題  
 

本医療圏では、低出生体重児（2,500g未満）の出生率、周産期死亡率とも非常に高い

状況である一方で、圏域内に早産、異常分娩など分娩後NICUでの管理を行う体制が整

っていなく、約50km離れた県立中部病院の総合周産期母子医療センターへ搬送している

状況である。 
一方で、本県では多数のメタボリックシンドローム患者や糖尿病患者を抱え、今後糖

尿病、急性心筋梗塞、脳卒中の患者が急増することが予想されている。 
本医療圏にある医療資源を最大限効果・効率的に運用するため、専門的治療を行う医

療機関、各段階のリハビリテーションを行う施設、かかりつけ医、在宅歯科医、基幹薬

局などの在宅医療を行う機関などの医療機関が、お互いに患者の治療計画や病状などの

情報を共有し、継続的治療と定期的な経過観察が切れ目なく行われる体制づくりを図る

ための地域連携クリティカルパスの導入が急務である。 
 

〔医療機関数・医療従事者〕 
 
医師について 
 

(1) 人口１０万人当たり医師数が、全国水準より少ない。慢性的な医師不足に悩むへき

地・離島に対して、県全体として安定的に医師を供給できる仕組みを構築することが

根本的な解決策と考える。また、北部保健医療圏及び中部保健医療圏においても県平

均よりも少ないことから、医師確保は県全体として取り組むべき課題として位置づけ

る。 

 

(2) 産婦人科、小児科及び脳神経外科等のへき地・離島に派遣する専門医が不足してい
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ることから後期臨床研修医の養成を充実する必要がある。 

 

(3) 小規模離島の診療所の医師を安定的に確保するために、プライマリーケア医養成の

ための仕組みを考える必要がある。 

 

(4) また、女性医師の割合は年々増加しているが、出産・育児と両立した就労形態が定

着しているといえず、その能力ややる気を活かすことが出来ない環境となっている。

女性の多様な働き方を支援する仕組みが必要である。 

 

看護師について 
 

(5) 平成１７年に策定した「沖縄県看護職員需給見通し(平成１８年～２２年）」では、

平成２２年の需要数と供給数について、６９４人の不足が見込まれていることや平成

１８年の診療報酬改定に伴う看護職員の人員配置の引き上げに対応するため、看護職

員の養成・確保を推進していく必要がある。 

 

(6) 医療の高度化・専門化・複雑化に伴う看護機能の役割拡大、また医療安全の重要性、

医療情報の透明性など県民の医療に対する関心の高まりなどに対応するため、質の高

い看護職員の養成・確保を行う必要がある。 

 

(7) 新卒看護職員の離職の増加、精神面の不調を理由とする看護職員の退職者の増加

などの問題があることから、積極的な定着促進や未就業者の就労促進を図る必要

がある。 
 

〔離島・へき地医療〕 
 

(8)  本医療圏は、一般病床数は全国水準より多いものの、救急告知病院、診療所、訪問

看護ステーションは全国水準より少ない地域である。 
 

(9) 県立病院群、琉大病院群、群星群の3つの研修グループが連携したプログラムを開発

し、離島・へき地医療において継続的に地域医療に従事していくための医師の確保

が課題となる。 
 

〔救急搬送〕 
 

(10)  管轄外への搬送は、全体の約5%（116件）という状況であるが、管轄外へ搬送す

ることによる予後への影響があるものはないのか、また北部医療圏においてその体

制を組むことの実現可能性はどの程度あるのか、詳細に検討することが課題である。 
 
〔周産期医療体制〕 
 

(11) 妊娠11週以内の妊娠届出や妊婦健康診査の定期的受診、妊娠中の健康管理を十分行
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う等、早産や異常分娩の予防を行うことが課題である。 
(12) 県立北部病院の産婦人科医の安定的確保を行うことが課題である。 
(13) たとえ早産や異常分娩の妊婦が来院したとしても、安全に県立中部病院の総合周産

期母子医療センターへ搬送するための体制や設備を整えることが課題である。 
 
〔地域連携〕 
 

(14) 脳卒中等の疾患において、予防、急性期、回復期、在宅期と切れ目ない長期の管理を
要し、各々の時期において、専門的あるいは適切に対応する医療機関が機能分化しなが

ら医療連携をしていく地域完結型医療の実現を目指すこととし、地域連携クリティカルパス

の導入を図る必要がある。 
 
 
５ 目標  
 

平成20年沖縄県保健医療計画に則って圏域内の施設間の役割を明確化し、周産期医

療とがんを含めた４疾病の診療体制を整備する。またそうした医療提供体制を担う医

療従事者を安定的に確保する体制を県全域において構築する。 
産科、脳神経外科等に従事する医師をはじめとする医師不足を解消し、平成２４年

度を目標に看護職員の需給数に見合う、供給数の確保を目指す。 
周産期について、胎児モニターを整備することや妊娠届出、妊婦健康診査などを十分

に行うことにより妊娠異常へ早期発見、早期対応し、母体と胎児の安全と妊婦の経済的

負担の軽減を図る。さらに母体、新生児を円滑に安全に搬送するための専用の緊急搬送

車を整備し、ハイリスク妊婦、異常分娩患者の救急搬送中の合併症発生件数や死亡件数

をできるだけ少なくする。 
４疾病について、関係するあらゆる機関が参画できる地域連携クリティカルパスを

運用し、急性期から回復期、維持期までを一貫した診療サービスを提供することを目指す。ま

た、定健診等の実施や計画の策定、実績評価等が円滑に行えるようにするための情報システ

ムを構築し、有病者で受診していない人を把握する。 
 

〔医療機関数・医療従事者〕 
 
医師について 
 

(1) 北部保健医療圏の平成 14 年から平成 18 年までの医師数の増加は、23 人となって

いることから、その平均の伸びの 1.5 倍の医師数の増加を見込み、医師数として 35

人以上、人口 10 万人当たりの医師数を 212 人以上とする。 

 

(2) 産科、脳神経外科等に従事する医師数を充足させるとともに、へき地・小規模離島

診療所に勤務するプライマリーケア医を常時配置できるようにするとともに、その代

診医を確保する。 
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(3) また、女性医師の多様な働き方を支援する仕組みを構築し、実際に医療に従事する

女性医師の割合の向上を図る。 

 

 (4) 医療の高度化・専門化・複雑化に対応できる質の高い医師を養成・確保する。 

 

看護師について 
 

(5) 平成 24 年度を目標に看護職員の需給数に見合う、供給数の確保を目指す。  

 

(6) 看護師等修学資金貸与人数の増加分を人材確保困難な県内施設の就業に結びつけ

る。 

(7) 医療の高度化・専門化・複雑化に対応できる質の高い看護職員を養成・確保する。 

 
〔救急搬送〕 
 

(8)    救急搬送から患者の予後までを把握するための一貫したデータを収集するため

の仕組みを整備し、解決すべき重要な課題がないのか把握する。 
 
〔離島・へき地医療〕 
 

(9)  県立病院群、琉大病院群、群星群の3つの研修グループが連携したプログラムを開

発し、離島・へき地医療において継続的に地域医療に従事していくための安定的な

医師の確保を実現する。 
 
〔周産期医療体制〕 
 

(10) 妊娠11週以内の妊娠届出や妊婦健康診査の定期的受診、妊娠中の健康管理を十分行

う等により、早産や異常分娩、また飛び込み出産の人口当たり件数を平成20年度比

で5%削減する。 
(11) 離島の妊婦について、胎児モニターを整備し、緊急時の対応遅れを０件とし、妊婦

が安心して生活できるようにする。 
(12) 母体、新生児を円滑に安全に搬送するため、保育器、モニター類、シートベルト類

を装着した緊急搬送車を整備し、ハイリスク妊婦、異常分娩患者の救急搬送中の合

併症発生件数や死亡件数を０件とする。 
(13) 助産師技量アッププログラムの開発や助産師外来の環境整備を行い、医師や看護師

がハイリスク妊婦、異常分娩に専念できる環境を整える。 
 
〔地域連携〕 
 

(14) 基本健康診査受診率を全国平均の42.4%、特定健康診査の実施率を70%以上、特定
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保健指導の実施率を45%以上とする。メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減
少率を対平成20年度比で10%以上削減する。 

(15) 脳卒中等の患者数調査や患者の治療内容を追跡できる仕組みを構築する。この結果、

検査や処方の無駄を削減すると共に、地域内の疫学的調査の基盤を構築する。 
(16) 地域連携クリティカルパスを運用する疾患において、急性期病院から回復期病院、もし
くは、回復期リハビリテーション施設における患者一人あたり全治療期間の延日数を、平

成22年度比より5%削減する。 
 
 

６．具体的な施策  
 
１ 県全体で取り組む事業 
 
【医師確保対策】 

(1) 医師の研修機能を強化した医師確保対策 
総事業費 1,393,395 千円（基金負担分  1,393,395 千円） 

 

（目的） 

 県立病院群、群星沖縄（民間）及び RyuMIC（琉球大学）の３臨床研修グループの連

携を行い、初期研修、後期研修及び復職研修等において、充実した内容を学べる体制

を整えることにより、魅力ある臨床研修事業等を実現し、臨床研修病院群が連携して

研修の標準化を図り、離島をはじめ県内に定着する医師の確保を図る。 

 

（各種事業） 

① クリニカルシミュレーションセンターの設立 

・事業主体 琉球大学 

・平成 22 年度事業開始。 

・事業総額 1,393,395 千円（基金負担分  1,393,395 千円） 

      県立病院群、群星沖縄及び RyuMIC の３臨床研修グループによる「クリニカル  

シミュレーションセンター運営委員会」を組織し、センターの計画的な研修実施

を協議していく。センターは、琉球大学医学部敷地内に建設をし、シミュレータ

ー等の教育研修備品を整備する。医師をはじめ看護師等医療従事者の臨床技能の

向上や安全管理･危機管理について学ぶ。 

 

 (2) 教育機関と連携した医師確保対策 

  総事業費 484,260 千円 

      （基金負担分 376,260 千円、県負担分 108,000 千円） 

 

（目的） 

 寄附講座を医学部附属病院を持つ琉球大学に設置することにより、地域医療にモチ

ベーションを有する医師の育成を図る。また、医師修学資金貸与事業の拡充すること

により、離島医療に貢献できる医師を確保する。 

 

（各種事業） 
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① 琉球大学に寄附講座を設置 

･事業主体 琉球大学 

・平成 22 年度事業開始。 

事業総額 250,000 千円（基金負担分 250,000 千円） 

  県内で唯一医学部定員を有する琉球大学に地域医療のための寄附講座を設置す

る。 

 寄附講座では、 

 ・地域医療に関する教育 

 ・離島などの地域実習のコーディネート 

  ・地域医療支援 

 ・県全体の研修プロジェクト 

   ・地域における医療システム等の研究等を行う。 

 

② 医学部定員に地域枠を設定し、学生に対する医師修学資金貸与事業を拡充 

・平成 22 年度事業開始。 

・事業総額 234,260 千円 

     （基金負担分 126,260 千円、県負担分 108,000 千円） 

 

 現在本県では、平成 19 年度から医師修学資金貸与事業を実施しているところで

あり、平成 21 年度は 24 人の学生に貸与しているところである。平成 22 年度から、

地域医療を支える医師確保等の観点から琉球大学医学部定員を 107 人から 112 人

に増員し、それに伴い医師修学資金を拡充し、将来、地域医療に携わる医師を安

定的に確保する。 

 
 

２ 二次医療圏で取り組む事業（運営に係る事業） 
【地域医療連携体制の整備】 

総事業費 199,442千円（基金負担分 199,442千円） 

 

（目的） 
 地域の医療連携をスムーズに行うため、地域全体の調整機能を持つ地域医療連携

体制を整備し、各種事業を実施する。 

 

（各種事業） 
① 地域医療連携体制総合調整事業  

事業期間 平成22年度から平成25年度まで 
事業総額 179,442千円（基金負担分 179,442千円） 

 
良質な地域医療連携を推進していくための基盤を整備することを目的として、

本医療圏をモデル地域として、今後県内の他の医療圏へ展開することを念頭に

置き、沖縄県医師会に地域医療支援センターを設置する。 
地域医療支援センターの主な機能として、地域医療の実態を把握するための
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データの一元把握、地域連携クリティカルパスの管理・運用、転院調整のため

のシステムの管理・運用等を行う 
また沖縄県看護協会や歯科医師会、薬剤師会とも人材交流を行い、医療と介

護の情報共有・連携に主導的に関与していくこととする。 

 

② 準がん診療連携拠点病院整備事業 
・平成 22 年度事業開始 

・事業総額  20,000 千円（基金負担分  20,000 千円） 

 

 がん診療拠点病院の要件を満たさないが、がん治療を行っている医療機関を準

がん診療拠点病院に指定し、相談支援やがん登録事業などを行い、がん対策を推

進していく。 

 
【在宅医療体制の整備】 

総事業費  58,830 千円 

    （基金負担分 54,830 千円、事業者負担分 4,000 千円） 

 

（目的） 

 病院から地域の診療所とタイアップした在宅医療へスムーズにつなげる医療

連携が必要である。在宅においても、快適に暮らせる支援が必要であり、在宅の

歯科医療対策を充実することで、全身ケアの維持にもつなげる。 

 

（各種事業） 

① 在宅歯科支援研修事業 

・事業主体 沖縄県歯科医師会 

・平成 22 年度事業開始。 

・事業総額 33,830 千円（基金負担分 33,830 千円） 

  

 在宅歯科医療を実施するに当たって、必要な研修を行い、もって、在宅歯科診

療に携わる歯科医師の増加を図る。 

  

② 在宅歯科支援センターの設置 

・事業主体 沖縄県歯科医師会 

           ･平成 22 年度事業開始。 

･事業総額 12,000 千円(基金負担分  12,000 千円) 

 

在宅歯科支援医療機関のデータ収集を行い、情報共有化システムを整備し、利用

者に対し情報発信を行う。 

 

③ 在宅医療を推進するための基幹薬局（在宅医療支援センター）の体制整備事業 
・事業主体 北部地区薬剤師会 
・事業期間 平成22年度から平成25年度まで 
・事業総額  13,000千円（基金負担分9,000千円、事業者負担額4,000千円） 
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薬剤師不足を補うため、基幹病院を中心とした薬局間、医療機関等との連携

のためのネットワークを作り、在宅患者訪問薬剤管理指導、無菌製剤処理加算

等を算定できる薬局を増やし、薬局の在宅医療への参加システムを構築する。 

 

 
３ 二次医療圏で取り組む事業（施設・設備整備に係る事業） 
【地域医療に必要な施設・設備の整備】 

総事業費 193,188千円 

（基金負担分 189,188千円、事業者負担分 4,000千円） 
 
（目的） 
 地域における医療の提供のために特に必要な施設・設備を整備するため、各種事

業を行う。 
 
（各種事業） 
① 在宅歯科診療機器整備事業 

・事業主体 沖縄県歯科医師会 

・事業期間 平成 22 年度から平成 25 年度まで 

・事業総額  19,998 千円 

     （基金負担分 15,998 千円、事業者負担分 4,000 千円） 

 

在宅歯科医療実施に必要な機器整備を行う。 

 

②  妊婦・新生児搬送用救急車の設置 
事業期間 平成21年度から平成25年度まで 

・事業総額 35,848千円（基金負担分 35,848千円） 

 
本医療圏から中部・南部医療圏へ安全に妊婦・新生児を搬送し、またそのと

きに必要な病院間の新生児の搬送に必要な専用の救急車の整備を補助する。 

 

③  北部地区周産期医療体制整備事業 
事業期間 平成24年度から平成25年度まで 

・事業総額 137,342千円（基金負担分 137,342千円(注)） 

（注）今後の運用益（または入札差金額等）により発生する見込みの基金余剰額を財源とする。なお、財

源とすべき基金余剰額が不足し、上記の基金負担額に満たないこととなった場合は、沖縄県負担に

より事業を実施する。 

 

北部医療圏からのハイリスク妊産婦及びＮＩＵＣに入院が必要な新生児の受

入体制を強化するため、総合周産期母子医療センターの県立中部病院の医療機
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器の整備充実を図る。 

 
【IT を活用した取組】 

総事業費 295,000 千円（基金負担分 295,000 千円） 

 

（目的） 

地域の医療連携をスムーズに行うため、IT 関連の基盤を整備するとともに、小規模離

島での医療も確保するため、ＩＴを活用した各種施策を講じる。 

 

（各種事業） 

   ① ＩＴを活用した地域医療連携システムの構築 

・事業期間 平成 22 年度から平成 25 年度まで 

・事業総額 295,000 千円（基金負担分 295,000 千円） 

 

本医療圏の中核的病院である県立病院と他の病院及び診療所で、診療情報を

共有化することで、患者負担を軽減しながら効率的な医療を提供する事業に対

し補助を行う。 

 
 
７ 地域医療計画終了後に実施する事業 
 

地域医療再生計画が終了した後においても、５に掲げる目標を達成した状態を、将

来にわたって安定的に維持するために必要があると見込まれる事業については、平成

26年度以降も、引き続き実施していくこととする。 

 
① 地域医療医師確保枠を設定し、医学部生に対する奨学金を拡充 

        ・単年度事業予定額 64,000 千円 
② クリニカルシミュレーションセンターの運営 
 ・沖縄県、琉球大学及び群星沖縄の３つの臨床研修群が共同で運営する。 

その他の事業は、事業実施主体が継続して運営又は実施していくことになる。 
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